
休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、公益社団法人川崎市医師会（以下「川崎市医師会」という。）により

運営される、本市の救急医療体制の確保及び地域医療の充実等を図ることを目的とした

休日（夜間）急患診療所事業の継続的かつ安定的な運営を確保するため、「休日（夜間）

急患診療所事業の移管及び運営等に関する協定書」第４条第１項に基づき、当該事業の

運営に係る費用について、川崎市医師会へ予算の範囲内で補助金を交付する。

（補助の対象経費）

第２条 補助の対象となる経費は、本市会計期間（４月１日から翌年３月３１日まで）に

行う事業とし、運営に係る次に掲げる経費とする。

（１） 事業運営に係る人件費（医師、薬剤師、看護師、事務員、管理人、事務局職員等に

係る人件費）

（２） 事業運営に係る運用物品費（物品等購入費、機器等リース料、印刷費）

（３） 事業運営に係る修繕費

（４） 事業運営に係る通信・光熱水費等

（５） 事業運営に係る委託料

（６） 事業を継続的かつ安定的に運営するにあたり必要となる積立金（本事業の運営経費

にのみ充当するものとする。）

（７） その他事業運営に係る経費（第１条に定める目的達成のために必要な経費であると

川崎市長（以下「市長」という。）が認めた場合に限る。）

（補助金の額）

第３条 補助金の額は、前条に規定する補助の対象経費の総額から、事業運営に係る診療

報酬や手数料、前年度からの積立金等の収入を控除した額とし、予算の範囲を超えない

額とする。

（交付の申請）

第４条 川崎市医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、休日（夜間）急患診療

所運営費補助金交付申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。

２ 川崎市医師会は、補助金の交付決定を受けた後に、既に決定を受けている申請内容を

変更する必要が生じたときは、休日（夜間）急患診療所運営費補助金変更交付申請書（第

１－２号様式）を市長に提出しなければならない。

（交付の決定等）

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やか

に補助金の交付の可否及び交付額（以下「交付決定額」という。）を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付及び交付決定額を決定したときは、休日（夜

間）急患診療所運営費補助金（変更）交付決定通知書（第２号様式）により、川崎市医

師会に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の目的を達成するため

に必要な条件を付することができる。

３ 市長は、第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、休日（夜間）急患診

療所運営費補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、川崎市医師会に通知するも

のとする。



（交付の方法）

第６条 市長は、前条第２項による交付決定の通知の後に、補助金を上期・下期の年２回

に分割して概算交付するものとする。

（優先発注）

第７条 川崎市医師会は、第５条第１項に規定する交付決定額が１ ，０ ０ ０ ，０ ０ ０

円を超え、かつ補助事業等に係る工事の発注、物品及び役務の調達等を行う場合におい

て、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業者（川崎市補助金等の交付に関する

規則（平成１３年３月２１日規則第７号） 第５条第２項にいう中小企業者。以下同じ。）

により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなければな

らない。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必

要がないと認める場合は、この限りでない。

（１）１件の金額が１ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円を超えるとき。

（２）その他市長が必要と認めるとき。

２ 川崎市医師会は、前項の規定により市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市

内中小企業者であることの誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札

参加資格者有資格者名簿に登載され地域区分が市内かつ企業規模が中小として登載され

ている者、又は当該補助事業者に対して直近の４月１日以降に記載内容に変更がない誓

約書を提出した者を除く。

（状況報告）

第８条 市長は、補助事業の適正な運用を期するため、必要に応じて川崎市医師会から補

助事業の状況の報告を求め、又は調査することができる。

（実績報告）

第９条 川崎市医師会は、休日（夜間）急患診療所運営費補助金実績報告書（第４号様式）

を補助事業が完了した日から起算して３０日以内に市長へ提出しなければならない。

２ 補助対象経費のうち、１件あたりの金額が１ ，０ ０ ０ ，０ ０ ０ 円を超える工事、

物品調達及び委託に係る契約がある場合は、必要事項を記載した発注実績報告書を併せ

て提出するものとする。また、第７条の規定により市内中小企業者による入札、又は２

者以上の市内中小企業者から見積書を徴収した場合は、結果の分かる書類の写しを添付

するものとする。

３ 前項の規定による発注実績報告書を提出する場合で、第７条ただし書の規定により、

市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者から見積を徴収し難い事由が

ある場合には、入札（見積り）が行えないことに係る理由書を併せて提出するものとす

る。

（額の確定及び精算）

第１０条 市長は、前条の規定による報告書を受理した場合は、当該報告書の内容を審査

し、報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、当該報告書に基づき、第３条に規定する算出方法により算出し

た額と第５条第１項に規定する交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって、交

付すべき補助金の額（以下「確定額」という。）を決定し、精算を行うものとする。

２ 市長は、前項の規定により確定額を決定したときは、休日（夜間）急患診療所運営費

補助金交付確定通知書（第５号様式）により川崎市医師会に通知するものとする。



（交付決定の取消し）

第１１条 市長は、川崎市医師会が補助金交付の決定内容若しくはこれに付した条件に違

反したとき、又は他の目的に使用したとき、又は第７条若しくは第９条の規定に違反し

たときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

（返還）

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、すでに補助金が

交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

２ 市長は、第１０条第１項の規定により確定額を決定した場合、既に確定額を超えて補

助金が交付されているときは、当該確定額を超える部分に係る補助金の返還を命ずるも

のとする。

（書類の整備）

第１３条 川崎市医師会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度

の終了後５年間保管しておかなければならない。

（委任）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の規則の規定は令和２年度の予算に

係る補助金等から適用する。

附 則

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。



（第１号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付申請書

年  月  日

（あて先）川崎市長

                 所 在 地

                 法 人 名

代表者氏名         

休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づ

き、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１ 交付申請額 金       円

２ 申請額算出内訳書

３ 事業計画書

４ 収入支出予算書

５ その他参考となる資料



（第１－２号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金変更交付申請書

年  月  日

（あて先）川崎市長

                 所 在 地

                 法 人 名

代表者氏名         

休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱第４条第２項の規定に基づ

き、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１ 変更交付申請額 金       円

２ 申請額算出内訳書

３ 事業計画書

４ 収入支出予算書

５ その他参考となる資料



（第２号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金（変更）交付決定通知書

指 令 番 号

所 在 地                 

法 人 名           

代表者氏名           様

年  月  日付けで（変更）申請のあった休日（夜間）急患診療所

運営費補助金については、休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱第

５条第２項の規定に基づき、次のとおり交付決定したので通知します。

年  月  日

川崎市長       印

１ 補助金額 金      円

２ 補助条件



（第３号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金不交付決定通知書

指 令 番 号

所 在 地            

法 人 名            

代表者氏名        様

年  月  日付けで（変更）申請のあった休日（夜間）急患診療所

運営費補助金については、休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱第

５条第３項の規定に基づき、次の理由により補助金を交付しないことを決定

しましたので通知します。

   年  月  日

川崎市長       印

 理 由



（第４号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金実績報告書

年  月  日

（あて先）川崎市長

所 在 地

法 人 名

代表者氏名              

年  月  日付け、川崎市指令  第  号をもって交付決定を受

けた休日（夜間）急患診療所運営費補助金について、休日（夜間）急患診療

所運営費補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり関係書類を添え

て報告します。

１ 実績額内訳書

２ 事業実績書

３ 収入支出決算書

４ その他参考となる資料



（第５号様式）

休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付確定通知書

文 書 番 号

                 所 在 地            

                 法 人 名            

                 代表者氏名        様

年  月  日付けで報告のあった休日（夜間）急患診療所運営費補

助金については、休日（夜間）急患診療所運営費補助金交付要綱第１０条第

２項の規定に基づき、交付すべき補助金の額を        円と確定し

たので通知します。

年  月  日

川崎市長      印


